
●１● 手続きの流れ

金沢市景観計画は､市全域を対象としています。（景観計画区域）

景観計画区域内で、下記に示す場合は、あらかじめ届出又は通知※（以下「届出等」という）が

必要です。（詳細は、P.11 ３参照） ※国の機関又は地方公共団体が行為を行う場合

①景観形成区域（伝統環境保存区域､伝統環境調和区域､近代的都市景観創出区域）内

における行為をしようとする場合

②重要広域幹線景観形成区域を含むその他の区域内における一定規模を超える行為をし

ようとする場合

（１）行為の届出

届出から 30 日間は､行為

に着手できません。（場合

によって､90 日まで延長す

ることがあります。）

ただし､適合通知を受けた

不適合
【手続きの内容】
当該地に係る区域指定の確認
行為の種類､規模の確認
景観形成方針の把握と理解

●地区毎 ･･･景観形成区域内
※『旧町名』、『基本方針』、『景観特性』、

『背景となる景観､地区内からの眺望』

●景域・区域毎･･･景観形成区域外
基準（区域毎）の確認

時間・暮らしに係る配慮事項確認
届出書の作成
届出書の受付
審 査※  
場合は､通知の日から着手

することができます。
適合通知
助言･指導､勧告･変更命令等

適合
設計・計画
確認申請（必要な場合）
行為の着手
2

事前相談

事前協議
※必要に応じ、金沢市

景観審議会の意見を

聴いて判断します。



（２）行為の通知（行為者が国又は地方公共団体の場合）
不適合
【手続きの内容】
当該地に係る区域指定の確認
行為の種類､規模の確認
景観形成方針の把握と理解

●地区毎 ･･･景観形成区域内
※『旧町名』、『基本方針』、『景観特性』、

『背景となる景観､地区内からの眺望』

●景域・区域毎･･･景観形成区域外
基準（区域毎）の確認

時間・暮らしに係る配慮事項確認
通知書の作成
通知書の受付
審 査※  
適合通知
協 議
適合
設計・計画
計画通知（必要な場合）
行為の着手
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事前相談

事前協議
※必要に応じ、金沢市

景観審議会の意見を

聴いて判断します。
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（３）他の法令・条例に基づく届出手続きとの関係

１）届出・申請等の提出イメージ

【提出部数】届出・申請等関係図書は、｢正｣･｢副｣各 1 部…計２部

・下記２）の表で「○」が付いている項目で該当するもの

２）景観条例指定区域と他の景観関連条例に基づく指定区域との届

景観計画区域

重要広域

景観形成景観形成区域
伝統環境保存区域

伝統環境調和区域

近代的都市景観創出区域

一定規模

以上※

景観条例

【景観法】
○ ○

風致地区条例

【都市計画法（県条例）】
○ ○

沿道景観形成条例 ○ ○

夜間景観形成条例 ○ ○

用水保全条例 × ×

斜面緑地保全条例 ×

寺社風景保全条例 ×

市

独

自

条

例

こまちなみ保存条例 ×

☆届出対象行為は各条例・区域によって異なります。景観

必要な行為については、P.11 ３参照のこと。

風致地区条例許可申請書用紙

景観条例届出書用紙

沿道景観形成条例届出書用紙

夜間景観形成条例届出書用紙
※重複する図書は兼用可
添付図書

（図面類）
を提出して下さい。

出関係
景観条例

指定区域

幹線

区域
その他の区域

左記

以外

一定規模

以上※

左記

以外
届出書等
× ○ ×

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ × ○

計画区域に係る届出等が


